


医療経営を全面的にサポート!
新規開業、経営安定、医院承継まで

●医院承継に係るコンサルティングの紹介
　 後継者への円滑な医院承継や、第三者への経営権譲渡のご相談に応じます。
●医院の新築・改築に係る建築士・業者の紹介 〈詳細⇒P. 11〉
●医院承継講習会
　 親子間や第三者間での医院承継時の税務関係や行政手続き等
を講習。

●閉院・承継のしおり－いつか来るその日に備えて
　 閉院・承継時の事務手続きや死亡時の連絡・届出、相続の流れな
どを解説。会員には１冊謹呈。２冊目以降１冊500円（送料・税込）。

●雇用管理講習会
　 雇用契約書の交わし方、パー
ト職員への有給休暇の付与の
仕方、就業規則の作成方法や
残業計算の方法等、院長が知
っておかなければならない最
低限の労働法規と実務などについて講習。

医療機関の顔となるスタッフのサポート

税務調査対策のサポート

会員のリスクをまるごとサポート

医院承継のサポート

●新しく医療機関に勤められた方のための研修会〈４～５月に開催〉
　医療機関の勤務経験が短い方を対象に３分野を講習。
　①  接遇マナー研修（初級）
　②  医事紛争から見た医療従事者としての心構え
　③  知っておきたい保険基礎知識（請求留意事項）
●接遇マナー研修会（初級・中級）
　 中級は初級の内容を踏まえ、仕事の進め方、コ
ミュニケーションの取り方、クレーム対応など
について、グループワークで講習。

スタッフ研修のテキストに
〈会員には１冊謹呈、２冊目
 以降１冊350円で販売〉

●低利の融資の斡旋〈詳細⇒P. 8〉
　 最善の資金調達方法（融資）のご提案や、新規開
業資金のご相談に応じます。

●低額リースの斡旋〈詳細⇒P. 8〉
　 医療機器など医療経営に関するすべての物を対
象に、低額のリース制度があります。

●医薬品・医療器材等の共同購入〈詳細⇒P. 10〉
●新規開業・医院経営コンサルティングの紹介

新
規
開
業
時
の
サ
ポ
ー
ト

● 新規開業を考える方の講習会〈年２回開催〉
　 新規開業を考える勤務医を対象に、開業準備に必
要な基礎知識（開業地の選定、資金計画、スタッ
フ雇用など）を講習。先輩開業医からの経験談や
アドバイスもあります。
●医院経営講習会～記帳と試算表と経営戦略
　 帳簿は確定申告のためだけではなく、医療機関の経営
状況を把握するための大切な資料です。日々の記帳と
試算表を経営戦略資料として活用するポイントを講習。

●院長やスタッフがケガや病気で休職した
場合の補償〈詳細⇒P. 9〉

●税務行政の改善を目指して
　• 京都府保険医協会をはじめとする保団
連近畿ブロックの各
協会は毎年、税務
行政の改善を求めて、
国税局交渉を行って
います。

　• 税務調査に係るご相
談は京都府保険医協
会にご連絡ください。
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●経営対策セミナー
　 医療機関の経営安定化の方策について、多彩な
講師陣によるセミナーを開催。

●確定申告への対応
　 毎年２月に『京都保険医新聞』で資料提供。白
色確定申告者を対象に確定申告説明会を開催。

●医療法人講習会
　 医療法人の設立を考える医療機関を対象に、法人設立の留意点、

経営の安定化をサポート
法人化のメリット・デメリットの検証をはじめ、組織
の安定化、節税効果等を検討しながら講習。
●専門家との無料相談
　 弁護士・税理士・社会保険労務士・建築士・ファイナ
ンシャルプランナーに無料で相談ができます。
　 セカンドオピニオンとしてもお気軽にご利用ください。
※ ご希望の方をお選びいただけます（専門家は保険医協会の登録メンバー）。
※ 随時、必要な時に相談でき、ご都合の良い日で日程を調整します（予約制）。
※ 相談は無料（ただし、１事案１回限り）。１事案につき１回の無料相談を超え
ての相談は、個別相談に移行し有料になります。

ご都合のよい日に相談できます

医療機関の従業員研修に講師を派遣
経験豊かな接遇プロの講師派遣を承っています。事前に打ち合わせし、医療機関オリジナルの接遇研修の企画が可能です。
従業員の育成や医療機関の接遇力向上の一助にご活用ください。内容・費用などは保険医協会にお問い合わせください。

接遇の基本研修、患者さんからのクレーム応対研修、リーダー研修など研修例

●会員のニーズに基づいて設計された各種共済制度〈詳細⇒P. 6～10〉
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• 保険診療基礎知識講習会
•レセプト審査対策講習会
　（偶数月開催）
•在宅医療点数の基礎知識
　（３カ月に１回開催）

• 新規個別指導対策講習会
• 医療法立入検査対策と院内
掲示講習会（奇数月開催）

• 新規開業者対象のレセプト
　提出前チェック（毎月初め）
• 新規個別指導に向けた個別
相談、援助

開業時に知っておきたい情報満載の講習会や、個別の援助を行っています！

●請求・減点・返戻で困った！
　• 電話、FAX、E-mail等で保険請求の疑問や相談に応じています！
　• 各科審査委員等で構成する「保険審査通信検討委員会」
では、レセプトの減点・返戻の相談に応じています！

　• 納得いかない減点に対しては再審査請求!!
　　知っておきたいテクニックをお伝えします！

●保険診療・審査の最新情報が知りたい！
　• 『グリーンペーパー』（毎月25日発行）
　　 実際の減点事例を解説する「審査なんでも相談」ほか、
　　最新の診療報酬情報、改定情報等、内容満載でお届けします！
　•保険診療ミニ情報
　　 京都保険医新聞（毎月10・25日発行）に「保険診療Ｑ＆Ａ」
を好評連載中！
Mail Magazineに「診療報酬改定NEWS」「保険請求NEWS」を掲載！

● プライマリケアにも役立つ講演会
　 「保険診療」を念頭に置いたひと味違う講演会を適宜開催し
ています！
　•社会保険研究会（６カ月に１回）
　•各科別診療内容向上会（各科年１回）
●充実の講習会・勉強会！
　 点数改定等、最新の情報や出版物を用いた講習会や勉強会
を適宜開催しています！
　•点数改定時の新点数検討会
　•公費負担医療説明会
　•在宅医療点数説明会
　•医療事務担当者向け講習会
　•届出医療説明会など
●新規個別指導等の行政指導も安心！
　 新規開業の医療機関は開業から約１年後に必ず行政の個別
指導を受けます。新規個別指導対策講習会を適宜開催！
　新規個別指導等の個別相談、援助

日常診療をサポート

充実の書籍ラインナップ！ 保険請求や窓口業務に必要な出版物はすべて取り揃えて、保険医協会からお届けします！

● 保険診療の基本的なこ
とが知りたい！

● 開業後受ける行政指導
の対策が知りたい！

● 初めてのレセプト提出、
指導が不安！

開業後に知りたい情報の提供や、思わず参加した
くなる講習会、個別相談などを行っています！

保険審査通信 審査に対する疑問は『グリーンペーパー』裏面「保険審査通信」のご活用を（毎月25日発行）。

書籍は会員に１冊無料配布（追加購入は有料）。※のみ有料。★は新規入会時のみ１冊無料配布（追加購入は有料）

保険診療の知りたい！をサポート !
保険医協会は請求事務・審査等に関する相談と日常診療のお手伝いをしています！
保険診療のスタートでつまずかないために…まずは、保険医協会にご相談を！

※ ※ ★ ★

※
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1. 2.

3. 4.

日常診療で感じる医療機関の要望を
国・自治体へ届け、そして実現へ

いち早く国・自治体の
動向・ねらいを察知
医療提供側から提言する

医師団体としての
意見を発信

5.文化活動や環境保護

●会員同士の親睦をはかる催し
　・京都の文化や自然に親しもう！
　　文化ハイキング、環境ハイキング
　・音楽を楽しもう！ サロンコンサート
　・文化講習（陶芸教室など）
●各種演劇等チケットの斡旋
●東北被災地支援で病院での物産展

● 国・自治体の動き、
協会の活動・行事を
知りたい！
「京都保険医新聞」
（10・25日発行）

● 医療政策情報を
凝縮！
「メディペーパー京都」
（不定期発行）

● 審査や診療報酬、
公費負担医療など
保険診療のフレッ
シュな情報を網羅！
「グリーンペーパー」
（25日発行）

　各種アンケート、地区医師会との懇談会、コミュニケー
ション委員会など、さまざまな機会にいただいた会員の要
望を実現するべく、効果的に国や自治体に届けます。

　行政から出される資料を読み込み、問題点をいち早く察
知。必要に応じて、専門家・研究者の方々と連携します。
実際に患者さんを診療する側から、よりよい医療提供のた
め提言します。また、社会保障研究者による福祉国家構想
研究会と連携しており、書籍も出版されています。

　安心・安全な医療を確保するため、新型コロナ
ウイルス感染症の流行拡大や健康保険証廃止問題

など、折々の諸問題について国や自治体に要請等を重ね、
マスコミに対しても会員の意見を踏まえて発信しています。

▲財務省と「機動的調査」の実態で懇談

医療経済学、社会統計の研究者と
医師偏在対策フォーラム　　　　

体験記『コロナ禍の医師たち』をもとに、地区医師会の取り組みを発表し
た市民向けシンポジウム（2024年11月２日）

ちょっと息ぬ
き･･･

ちょっと息ぬ
き･･･ 核戦争防止

国際医師会議
（IPPNW・ノーベル
平和賞受賞1985年）
京都府支部が
あります。

よりよい医療提供に向けた サポート!

北
陸
新
幹

線
の
敦
賀
か

ら
先
に
つ
い

て
、
与
党
で

小
浜
・
京
都
ル
ー
ト
案
に
決
め

た
が
、
ト
ン
ネ
ル
残
土
の
こ
と

や
京
都
盆
地
の
地
下
深
く
を
ト

ン
ネ
ル
で
通
る
こ
と
に
よ
り
地

下
水
に
問
題
を
来
す
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
な
ど
が
あ

り
、
府
内
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
反

対
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
リ

ニ
ア
新
幹
線
の
工
事
で
も
、
水

源
が
涸
れ
る
事
故
が
起
こ
っ
て

い
る
た
め
、
い
く
ら
大
丈
夫
と

言
わ
れ
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。

「
京
都
が
京
都
で
な
く
な
る
」

と
、
と
う
と
う
京
都
仏
教
会
が

反
対
の
署
名
を
始
め
る
に
至
っ

た
▼
地
下
深
く
に
駅
が
で
き
た

ら
乗
り
換
え
が
大
変
で
利
用
し

づ
ら
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い

か
が
で
あ
ろ
う
。
九
州
新
幹
線

の
時
の
よ
う
に
同
一
ホ
ー
ム
で

の
乗
り
換
え
な
ら
楽
だ
が
、
今

の
敦
賀
の
乗
り
換
え
で
も
大
変

そ
う
な
の
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で

は
な
い
移
動
を
強
い
ら
れ
る
▼

米
原
ル
ー
ト
案
が
ま
た
取
り
沙

汰
さ
れ
、
石
川
県
の
考
え
に
も

変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
ち

ら
は
費
用
も
工
期
も
少
な
く
て

済
む
は
ず
だ
が
、
東
海
道
新
幹

線
を
持
っ
て
い
る
Ｊ
Ｒ
東
海

に
、
ダ
イ
ヤ
な
ど
仕
切
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と

し
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で

あ
ろ
う
。
分
割
民
営
化
の
良
く

な
い
面
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
▼
全
国
新
幹
線
網
を

決
め
た
時
か
ら
状
況
が
変
わ
っ

て
い
る
。
人
口
は
毎
年
毎
年
減

少
し
、
東
京
一
極
集
中
は
止
ま

ら
な
い
。
新
幹
線
も
高
速
道
路

も
空
港
も
、
ほ
し
い
ほ
し
い
に

そ
う
で
す
か
と
造
る
時
代
で
は

も
う
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

い
か
が
で
あ
ろ
う
。（
門
雀
庵
）

「
機
動
的
調
査
」
実
態
見
え
ず

経
営
感
覚
と
の
ズ
レ
を
指
摘

こ
の
度
、
京
都
府
保
険
医

協
会
の
理
事
長
を
拝
命
し

た
。
76
年
続
く
伝
統
あ
る
協

会
の
理
事
長
と
い
う
大
任
を

仰
せ
つ
か
り
、
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
で
あ
る
。
長
年
に

わ
た
り
地
域
医
療
を
支
え
て

こ
ら
れ
た
諸
先
輩
方
の
ご
尽

力
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
そ

の
志
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
な

る
発
展
に
努
め
た
い
。

医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は

年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
お

り
、
診
療
報
酬
の
見
直
し
や

地
域
医
療
構
想
の
進
展
、
医

師
の
働
き
方
改
革
な
ど
、
現

場
で
は
多
く
の
課
題
に
直
面

し
て
い
る
。こ
う
し
た
中
で
、

協
会
は
規
約
第
3
条
す
な
わ

ち
「
本
協
会
は
国
民
の
健
康

な
生
活
を
き
ず
く
た
め
に
国

民
と
連
携
し
、
保
険
医
の
団

結
に
よ
っ
て
次
の
二
項
を
遂

行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
1
．医
療
保
障
制
度
の

確
立
と
制
度
運
用
の
合
理
化

の
追
求
、
2
．保
険
医
の
知

識
と
技
能
の
向
上
と
生
活
権

の
擁
護
」
を
目
指
し
て
活
動

し
て
き
た
。
私
た
ち
保
険
医

の
声
を
広
く
社
会
に
届
け
、

よ
り
良
い
医
療
制
度
の
構
築

を
目
指
す
こ
と
が
協
会
の
重

要
な
使
命
と
考
え
て
い
る
。

今
後
に
つ
い
て
は
最
初
に

も
述
べ
た
通
り
、
協
会
の
今

ま
で
の
議
論
の
到
達
点
を
踏

抑
制
禁
止
の
原
則
、
3
．不

断
の
原
則
、
4
．地
域
の
平

等
原
則
、
5
．非
営
利
原
則

で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
議
論
を
進

め
、
よ
り
良
い
医
療
制
度
に

つ
な
が
る
運
動
に
努
め
た

い
。
会
員
の
皆
さ
ま
に
お
か

れ
て
は
、
個
別
に
い
ろ
い
ろ

な
意
見
が
お
あ
り
と
は
思
う

が
、
協
会
の
目
指
す
べ
き
方

針
は
皆
さ
ま
の
意
見
の
最
大

公
約
数
と
考
え
て
い
る
。

今
後
は
さ
ら
に
会
員
の
皆

さ
ま
の
声
に
真
摯
に
耳
を
傾

け
、
開
か
れ
た
協
会
運
営
を

進
め
た
い
。
そ
の
た
め
に
も

新
し
い
役
員
の
確
保
に
も
努

め
た
い
。
理
事
会
は
開
催
回

数
を
可
能
な
限
り
減
ら
し
て

役
員
の
負
担
を
軽
減
し
、
議

論
に
費
や
す
時
間
の
確
保
に

も
努
め
て
き
た
。
さ
ら
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
進
歩

に
よ
り
遠
隔
か
ら
の
参
加
も

し
や
す
く
な
っ
た
。
新
し
い

風
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
、
地
区
医
師
会
様
、
専
門

医
会
様
か
ら
の
さ
ら
な
る
ご

協
力
を
願
い
た
い
。

微
力
な
が
ら
、
誠
心
誠
意

職
責
を
果
た
す
覚
悟
で
あ

る
。
会
員
の
皆
さ
ま
に
お
か

れ
て
は
今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ

ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
た

く
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

襲
し
て
会
務
運
営
を
行
う
。

そ
の
柱
と
な
る
の
が
、
社
会

保
障
の
課
題
へ
の
対
抗
運
動

と
し
て
協
会
も
参
加
し
て
結

成
さ
れ
た
「
福
祉
国
家
と
基

本
法
研
究
会
」
が
作
成
し
た

社
会
保
障
憲
章
2
0
1
1
の

医
療
保
障
の
原
則
、
す
な
わ

ち
1
．公
的
責
任
の
原
則
、

2
．負
担
困
難
に
よ
る
受
診

理
事
長
就
任
に
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
務
省
と
懇
談

協
会
は
医
療
法
人
事
業
報
告
書
を
調
査
し
た
財
務
省
の
「
機
動
的
調
査
」
に
関
し
て
、
府

内
の
医
療
法
人
事
業
報
告
書
を
独
自
に
調
査
し
、
医
業
経
営
の
格
差
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
（
本
紙
第
3
1
9
4
号
既
報
）。
5
月
16
日
、
調
査
報
告
を
基
に
、
財
務
省
主
計
局
厚
生

労
働
係
主
計
官
補
佐
の
永
野
裕
明
氏
、
同
局
厚
生
労
働
第
三
係
係
長
の
内
村
賢
人
氏
と
懇
談

し
、
機
動
的
調
査
や
経
営
実
態
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。
協
会
か
ら
鈴
木
卓
理
事
長
、
吉

中
丈
志
理
事
、
増
田
道
彦
監
事
（
肩
書
は
い
ず
れ
も
当
時
）、
事
務
局
2
人
、
保
団
連
か
ら

事
務
局
3
人
が
出
席
し
た
。
協
会
が
財
務
省
と
懇
談
の
場
を
持
っ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
。

日
本
共
産
党
の
倉
林
明
子
議
員
の
仲
介
で
実
現
し
、
同
議
員
も
同
席
い
た
だ
い
た
。

協
会
は
機
動
的
調
査
が
方
法

や
対
象
、
分
析
結
果
な
ど
の
詳

細
を
文
書
化
し
た
形
式
（
報
告

書
）
で
公
表
さ
れ
ず
、
建
議
等

で
ス
ラ
イ
ド
資
料
が
数
枚
示
さ

れ
た
の
み
で
エ
ビ
デ
ン
ス
を
欠

く
と
指
摘
。
22
年
度
の
調
査
結

果
を
24
年
度
の
診
療
報
酬
改
定

の
判
断
材
料
と
す
る
の
は
、
現

在
の
物
価
や
人
件
費
高
騰
な
ど

の
社
会
情
勢
を
全
く
反
映
し
て

お
ら
ず
、
経
営
感
覚
と
の
ズ
レ

を
感
じ
る
と
問
題
視
し
た
。
さ

ら
に
診
療
所
の
半
数
を
占
め
る

個
人
立
を
網
羅
し
て
い
な
い
事

業
報
告
書
だ
け
で
は
実
態
を
つ

か
め
な
い
と
し
、
機
動
的
調
査

を
診
療
報
酬
改
定
の
議
論
に
用

い
る
こ
と
の
妥
当
性
を
問
う

た
。
こ
れ
に
対
し
財
務
省
は
、

従
来
の
医
療
経
済
実
態
調
査
は

調
査
件
数
が
少
な
く
、
経
年
比

較
も
で
き
な
い
た
め
、
38
都
道

府
県
の
2
万
1
9
3
9
医
療
法

―
―
経
常
利
益
率
の
外
れ
値

は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
。

外
れ
値
の
基
準
は
設
け
て
い

な
い
。
記
載
誤
り
や
診
療
実
態

が
な
い
と
思
わ
れ
る
医
療
法
人

は
除
外
し
た
。

―
―
調
査
対
象
外
と
な
っ
た

都
道
府
県
名
と
そ
の
理
由
は
。

財
務
局
の
窓
口
に
行
か
な
い

と
確
認
で
き
な
い
、
あ
る
い
は

窓
口
に
行
っ
て
も
複
写
で
き
な

い
場
合
な
ど
デ
ー
タ
入
手
が
困

難
な
自
治
体
を
除
外
し
た
。
除

外
し
た
都
道
府
県
名
の
公
表
は

差
し
控
え
た
い
。

―
―
機
動
的
調
査
が
個
人
立

の
診
療
所
を
網
羅
し
て
い
な
い

点
は
ど
う
考
え
る
か
。

個
人
立
の
診
療
所
を
含
め
て

全
体
の
医
療
機
関
の
実
態
を
把

握
す
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
る
。

―
―
医
業
収
入
に
は
診
療
報

酬
の
他
、
自
由
診
療
や
介
護
報

酬
な
ど
の
収
入
も
含
ま
れ
て
い

る
。
経
常
利
益
率
は
診
療
報
酬

の
み
が
関
係
し
て
い
る
数
値
で

は
な
い
。
診
療
報
酬
引
き
下
げ

の
根
拠
と
す
る
の
は
無
理
が
な

い
か
。

診
療
報
酬
以
外
の
収
入
が
あ

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
事

業
報
告
書
と
い
う
形
式
の
制
約

上
、
収
入
の
種
類
を
分
け
た
調

査
は
難
し
い
。

―
―
複
数
の
診
療
所
や
診
療

所
以
外
の
施
設
を
経
営
し
て
い

る
法
人
の
事
業
報
告
書
は
そ
れ

ら
を
一
つ
の
法
人
と
し
て
記
載

さ
れ
て
お
り
、
な
べ
て
「
診
療

所
」
と
し
て
捉
え
る
の
は
無
理

が
な
い
か
。

事
業
報
告
書
が
施
設
ご
と
の

デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
な
い
た
め

に
、
細
分
化
し
た
調
査
が
で
き

な
か
っ
た
。

―
―
機
動
的
調
査
の
調
査
年

で
あ
る
20
年
度
か
ら
22
年
度
は

コ
ロ
ナ
禍
で
平
時
と
は
異
な
る

点
は
ど
う
考
え
る
か
。

法
令
上
、
直
近
3
年
分
の
事

業
報
告
書
し
か
入
手
で
き
な
い

た
め
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
デ
ー
タ

を
意
図
的
に
用
い
た
の
で
は
な

い
。
平
時
よ
り
も
病
床
確
保
の

補
助
金
な
ど
で
収
入
増
で
あ
っ

た
と
同
時
に
費
用
も
要
し
て
い

る
中
で
の
利
益
率
と
理
解
し
て

い
る
。

―
―
診
療
所
の
経
常
利
益
率

と
あ
わ
せ
て
〝
院
長
給
与
3
0

人
を
対
象
に
初
め
て
試
み
た
機

動
的
調
査
の
意
義
を
述
べ
、
財

政
制
度
等
審
議
会
の
資
料
を
調

査
結
果
と
し
た
。
協
会
が
指
摘

し
た
調
査
の
不
十
分
さ
に
つ
い

て
は
事
業
報
告
書
の
形
式
上
の

制
約
の
た
め
に
細
分
化
し
た
調

査
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
応

じ
た
。

機
動
的
調
査
は
24
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
先
立
ち
、
23
年
11

月
に
財
務
省
の
財
政
審
の
建
議

等
で
報
告
さ
れ
た
。
22
年
度
の

医
療
法
人
無
床
診
療
所
の
平
均

経
常
利
益
率
が
8
・
8
％
で
診

療
所
の
経
営
状
況
が
極
め
て
良

好
と
し
て
24
年
度
の
診
療
報
酬

引
き
下
げ
の
根
拠
と
な
っ
た

が
、
22
年
度
は
い
わ
ゆ
る
コ
ロ

ナ
禍
バ
ブ
ル
の
影
響
を
受
け

た
。
協
会
の
調
査
で
は
デ
ー
タ

の
外
れ
値
が
平
均
値
に
影
響
を

与
え
る
点
、
所
在
地
や
標
榜
科

等
に
よ
る
経
営
実
態
に
格
差
が

あ
る
点
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
協
会
は
機
動
的
調
査
で
示

さ
れ
た
〝
経
営
が
良
好
〞
に
当

て
は
ま
ら
な
い
多
く
の
医
療
機

関
の
経
営
は
大
変
厳
し
い
の
が

実
態
と
訴
え
た
。
財
務
省
は
機

動
的
調
査
の
今
後
の
実
施
を
明

ら
か
に
し
な
か
っ
た
が
、「
協

会
の
調
査
は
所
在
地
・
標
榜
科

別
な
ど
踏
み
込
ん
だ
調
査
で
、

細
部
に
わ
た
る
分
析
が
な
さ
れ

大
変
興
味
深
い
。
我
々
が
デ
ー

タ
を
扱
う
上
で
参
考
に
し
た

い
。
医
療
機
関
の
経
営
は
厳
し

い
と
の
声
は
聞
い
て
お
り
、

し
っ
か
り
調
査
す
る
必
要
が
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る

が
、
経
営
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
把
握
す
る
よ
う
善
処
し
た

い
」
と
応
じ
た
。

財
務
省
と
の
や
り
取
り
は
別

項
の
通
り
。

懇
談
す
る
役
員

（
左
か
ら
吉
中
・
鈴
木
・
増
田
）

0
0
万
円
〞
の
打
ち
出
し
が
注

目
さ
れ
た
。
院
長
給
与
は
事
業

報
告
書
に
は
記
載
さ
れ
な
い
。

院
長
給
与
の
適
正
額
は
ど
の
程

度
を
想
定
し
て
い
る
か
。

院
長
給
与
3
0
0
0
万
円
は

医
療
経
済
実
態
調
査
で
推
定
さ

れ
た
数
字
だ
。
財
政
審
の
資
料

で
診
療
所
の
費
用
構
造
を
示
す

た
め
に
引
用
し
た
が
、
3
0
0

0
万
円
が
好
ま
し
く
な
い
と
い

う
意
図
で
は
な
い
。
院
長
給
与

は
地
域
の
特
性
や
経
営
者
の
裁

量
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
適
正

額
は
設
け
て
い
な
い
。

財
務
省
と
の
や
り
取
り（
要
旨
）
個
人
立
含
め
た
把
握
は
重
要

新しい風取り入れ、会員の声を聴く
開かれた京都府保険医協会に

理事長 内田 亮彦
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半
年
前
の
急
性
疾
患
傷
病
名

で
の
投
薬
に
注
意

（
２
面
）

資
格
確
認
書
の

一
律
交
付
を
要
請

（
２
面
）

最新の医療
情報をお届け

サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト

病
院
内
で
の

物
産
展

福祉国家構想研究会編著
『老後不安社会からの転換
―介護保険から高齢者ケア
保障へ』

は
な
い
移
動
を
強
い
ら
れ
る
▼

米
原
ル
ー
ト
案
が
ま
た
取
り
沙

汰
さ
れ
、
石
川
県
の
考
え
に
も

変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
ち

ら
は
費
用
も
工
期
も
少
な
く
て

済
む
は
ず
だ
が
、
東
海
道
新
幹

線
を
持
っ
て
い
る
Ｊ
Ｒ
東
海

に
、
ダ
イ
ヤ
な
ど
仕
切
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と

し
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で

あ
ろ
う
。
分
割
民
営
化
の
良
く

な
い
面
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
▼
全
国
新
幹
線
網
を

決
め
た
時
か
ら
状
況
が
変
わ
っ

て
い
る
。
人
口
は
毎
年
毎
年
減

少
し
、
東
京
一
極
集
中
は
止
ま

ら
な
い
。
新
幹
線
も
高
速
道
路

も
空
港
も
、
ほ
し
い
ほ
し
い
に

そ
う
で
す
か
と
造
る
時
代
で
は

も
う
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が

い
か
が
で
あ
ろ
う
。（
門
雀
庵
）

調
査
件
数
が
少
な
く
、
経
年
比

も
で
き
な
い
た
め
、
38
都
道

府
県
の
2
万
1
9
3
9
医
療
法

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
事

業
報
告
書
と
い
う
形
式
の
制
約

上
、
収
入
の
種
類
を
分
け
た
調

は
難
し
い
。

―
―
複
数
の
診
療
所
や
診
療

所
以
外
の
施
設
を
経
営
し
て
い

法
人
の
事
業
報
告
書
は
そ
れ

ら
を
一
つ
の
法
人
と
し
て
記
載

さ
れ
て
お
り
、
な
べ
て
「
診
療

と
し
て
捉
え
る
の
は
無
理

が
な
い
か
。

事
業
報
告
書
が
施
設
ご
と
の

デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
な
い
た
め

、
細
分
化
し
た
調
査
が
で
き

な
か
っ
た
。

―
―
機
動
的
調
査
の
調
査
年

で
あ
る
20
年
度
か
ら
22
年
度
は

コ
ロ
ナ
禍
で
平
時
と
は
異
な
る

点
は
ど
う
考
え
る
か
。

法
令
上
、
直
近
3
年
分
の
事

業
報
告
書
し
か
入
手
で
き
な
い

た
め
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
デ
ー
タ

を
意
図
的
に
用
い
た
の
で
は
な

い
。
平
時
よ
り
も
病
床
確
保
の

補
助
金
な
ど
で
収
入
増
で
あ
っ

た
と
同
時
に
費
用
も
要
し
て
い

る
中
で
の
利
益
率
と
理
解
し
て

い
る
。

―
―
診
療
所
の
経
常
利
益
率

と
あ
わ
せ
て
〝
院
長
給
与
3
0

項
の
通

懇
談
す
る
役
員

（
左
か
ら
吉
中
・
鈴
木
・
増
田
）

0
0
万
円
〞
の
打
ち
出
し
が
注

目
さ
れ
た
。
院
長
給
与
は
事
業

報
告
書
に
は
記
載
さ
れ
な
い
。

院
長
給
与
の
適
正
額
は
ど
の
程

度
を
想
定
し
て
い
る
か
。

院
長
給
与
3
0
0
0
万
円
は

医
療
経
済
実
態
調
査
で
推
定
さ

れ
た
数
字
だ
。
財
政
審
の
資
料

で
診
療
所
の
費
用
構
造
を
示
す

た
め
に
引
用
し
た
が
、
3
0
0

0
万
円
が
好
ま
し
く
な
い
と
い

う
意
図
で
は
な
い
。
院
長
給
与

は
地
域
の
特
性
や
経
営
者
の
裁

量
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
適
正

額
は
設
け
て
い
な
い
。

個
人
立
含
め
た
把
握
は
重
要
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財務省が 2023 年 11 月１日に「機動的調査」で提示した 2022 年度の医療法人無床診療所の平均経常利

益率18.8％は当時、マスコミ各社が大きく取り上げ、2024 年度診療報酬改定率にも実際的に影響を与えた。

しかし、調査対象年度は発熱外来やワクチン接種による患者数の増加や感染症の拡大防止等の支援金給付等

があったコロナ感染流行期で、コロナ禍の影響を多分に受けた平均経常利益率である。また、調査対象が医

療法人のみで個人立の診療所は含まれていないにもかかわらず、診療所の経営状況は極めて良好とされた

ことも問題である。 

そこで京都府保険医協会は 2022 年度の京都府の医療法人事業報告書等から経営実態を調査・分析した。

その結果、医療法人無床診療所の平均経常利益率は 8.2％で「機動的調査」と概ね同じとなった。しかし、病床

の有無別、事業規模別、所在地別、標榜科別に見ると、医業経営には“格差”が存在することが明らかになった。

特に事業規模の小さい医療法人や産科等の医療法人有床診療所の経常利益率は平均よりも低く、厳しい経営

状況となっている。昨今の物価高騰や人件費上昇の影響で、診療所の医業継続はますます厳しさを増すと予

想される。このような状況が続けば、事業規模の小さい診療所から先に切り捨てられ、地域医療の崩壊に繋

がる。これを止めるには適正な診療報酬の設定と地域医療を守る医療政策が必要である。 

１．はじめに 

2023 年 11 月１日、財務省が財政制度等審議会の

財政制度分科会で「機動的調査」を公表した。38都道

府県の 21,939 医療法人の 2020 年度から 2022

年度の事業報告書等を調査し、医療法人無床診療所

の経常利益率が 2020 年度の 3.0％から 2022 年

度には 8.8％と急増していると報告した。当時、マス

コミ各社も「診療所利益率 8.8％」と大きく取り上げた。

財務省はこの調査を基に診療所の極めて良好な経営

状況等を踏まえ診療報酬本体のマイナス改定が適当

と主張し、2024年度改定率（診療報酬本体0.88％）

に実際的に影響を与えた。また「建議」（2023 年度11

月 20 日、財政制度等審議会）において、医療法人診

 
1 経常利益率＝（[本来業務事業と附帯業務事業を合わせた事業損益]＋事業外収益－事業外費用）÷（本来業務事業収益＋附帯業務事

業収益）×100 
2 費用の内訳が記載されない医療法人事業報告書等からは院長給与は把握できない。「建議」で示された診療所の費用構造は医療経済

実態調査等を参考に示されたもの。 
3 中央値とは数値を小さい方から順に並べた時に真ん中に位置する値。平均値と異なり、極端な値（外れ値）の影響を受けない。 

療所の院長の平均給与約 3,000 万円（費用の約２割）

は費用に占める割合が大きいとされ話題となった2。 

しかし、「診療所利益率 8.8％」は医療法人立の診

療所の平均経常利益率であり、個人立の診療所は含

まれていない。また、平均値は極端な値（外れ値）があ

ると高いあるいは低い数字に引っ張られる影響を受

けるため、中央値3を示すことも重要である。よって

「機動的調査」では医療法人経営の何が明らかにされ、

何が不十分であるかを検討する必要がある。そこで

京都府保険医協会（以下、協会）は財務省が提示した

経常利益率について、京都府から医療法人事業報告

書等を入手し、府内の医療法人の経営実態を調査・分

析した。 

京都府の医療法人事業報告書等 

から見る経営実態 
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頼りになる保険医協会 を

京都府保険医協会にご入会ください
入会方法 会員 月額 6,500円 ※会員：①開設・管理者、②①の配偶者、親子、兄弟姉妹

勤務医会員 月額 5,500円
共済制度利用勤務医会員 月額 3,500円 ※開設・管理者を除く病院勤務医が対象。

●協会機関紙（京都保険医新聞）のみ送付し、選挙権はありません。
●各種共済制度を利用できます（医賠責保険、融資、保険医年金、グループ保険など）。

研修医会員 会費免除 ●協会機関紙（京都保険医新聞本紙）のみ送付し、選挙権はありません。
●医師賠償責任保険を利用できます。

●「入会申込書」（裏面：「会費納入方法確認書」）と「預金口座振替依頼書」にご記入・捺印の上、ご返送ください。
※ 京都府保険医協会は全国保険医団体連合会（保団連）に団体加入しています。協会に入会されましたら保団連に自動的に加入することになりますが、会費等は別途不要です。

「見やすく・使いやすく」をコンセプトに日常診療、
医療政策や医院経営、医療安全対策などの情報を随時発信。

保険医協会 ホームページ クリニックなび京都 ホームページ

有限会社アミス ホームページ

地域に根ざした医療をサポートするための
医療機関検索サイト「クリニックなび京都」

医院経営で頼れるアミス！ 新規開業もサポート！

情報発信が
ご自身で手軽に
できます。
集患の一助に！

https://healthnet.jp京都府保険医協会 https://clinicnavi.kyotoクリニックなび京都

https://amis.kyoto有限会社 アミス

入会金なし

ご活用
ください !

先輩開業医の
声も掲載中！

京都府保険医協会に
入会しておいて
本当によかった ! ! ! 些細なことでも

気軽に相談
親切な対応、 
頼りになる存在

充実した
共済制度に
大満足！

保険請求照会、レセプト・
カルテチェック、新規個別
指導対策等ご利用

休業補償制度、
賠償責任保険等
ご利用

会員の　　
実際の声は

こちら

保険医協会活用のススメ（会員の声）

※ 編集用ＩＤ・パスワード、アクセス方法
は保険医協会までお問い合わせください。

● 新規入会の際には、入会資料として、診療報酬点数表などの協会各種出版物を謹呈。

出版物が
WEBで
注文ＯＫ！

セミナー・
講習会を
CHECＫ！

診療報酬や
医療情報を
いち早く
お届け!!
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